
平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
七
日
提
出

質

問

第

八

八

号

「
原
爆
症
認
定
集
団
訴
訟
の
終
結
に
関
す
る
基
本
方
針
に
係
る
確
認
書
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

奥

野

総

一

郎
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「
原
爆
症
認
定
集
団
訴
訟
の
終
結
に
関
す
る
基
本
方
針
に
係
る
確
認
書
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

政
府
は
平
成
二
十
一
年
八
月
六
日
に
、
日
本
原
水
爆
被
害
者
団
体
協
議
会
（
以
下
、
「
被
団
協
」
と
称
す
）
と
「
原
爆
症
認

定
集
団
訴
訟
の
終
結
に
関
す
る
基
本
方
針
に
係
る
確
認
書
」
（
同
、
「
確
認
書
」
と
称
す
）
を
交
わ
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

確
認
書
は
今
で
も
有
効
か
。

二

確
認
書
「
�
」
の
定
期
協
議
の
場
は
、
「
年
一
回
開
か
れ
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
て
い
る
」
と
承
知
し
て
い
る
が
、
約
束
通

り
開
か
れ
て
い
る
の
か
。
開
催
状
況
を
示
さ
れ
た
い
。

三

確
認
書
が
交
わ
さ
れ
て
以
降
も
、
国
を
相
手
取
っ
て
原
爆
症
認
定
を
求
め
る
訴
訟
が
全
国
各
地
で
起
こ
さ
れ
て
い
る
と
承

知
し
て
い
る
。
そ
の
原
因
は
何
か
政
府
の
考
え
を
示
さ
れ
た
い
。

四

確
認
書
が
交
わ
さ
れ
て
以
降
に
提
訴
さ
れ
た
前
述
訴
訟
に
つ
い
て
、
提
訴
先
の
裁
判
所
名
、
日
付
、
原
告
の
人
数
、
判
決

内
容
に
つ
い
て
、
示
さ
れ
た
い
。

五

被
団
協
は
本
年
十
月
十
四
日
、
塩
崎
厚
生
労
働
大
臣
に
以
下
に
つ
い
て
要
請
書
を
提
出
し
て
い
る
。

�
�
現
行
の
「
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
」
を
、
国
家
補
償
を
明
確
に
し
た
法
律
に
改
正
し
て
く
だ

一



さ
い
。

�
�
原
爆
症
認
定
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
九
年
八
月
、
麻
生
総
理
大
臣
・
自
民
党
総
裁
（
当
時
）
と
日
本
被
団
協
と

の
間
で
、
確
認
書
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
確
認
書
に
よ
り
、
「
今
後
訴
訟
の
場
で
争
う
必
要
の
な
い
よ
う
定
期
協
議

の
場
を
通
じ
て
解
決
を
図
る
」
こ
と
と
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
確
認
書
を
交
わ
し
て
か
ら
七
年
を
経
過
し
ま
し
た
が
、
い

ま
だ
訴
訟
が
続
き
約
束
が
守
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
早
急
に
「
確
認
書
」
に
従
っ
た
定
期
協
議
を
開
き
、
前
向
き
で
実
り
あ

る
協
議
と
な
る
よ
う
ご
尽
力
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
実
り
あ
る
定
期
協
議
と
な
る
よ
う
事
前
協
議
を
設
け
て
く
だ
さ
い
。

�
�
原
爆
症
の
認
定
を
め
ぐ
っ
て
現
在
行
な
わ
れ
て
い
る
裁
判
の
（
原
告
）
被
爆
者
は
身
体
と
心
の
痛
み
の
中
、
死
と
背
中

合
わ
せ
に
裁
判
を
強
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
早
期
の
全
面
解
決
に
ご
尽
力
く
だ
さ
い
。

�
�
日
本
被
団
協
の
「
原
爆
症
認
定
制
度
に
関
す
る
提
言
」
に
沿
っ
て
、
現
行
の
原
爆
症
認
定
制
度
を
廃
止
し
、
認
定
の
在

り
方
を
抜
本
的
に
改
定
し
て
く
だ
さ
い
。

�
�
被
爆
二
世
に
つ
い
て
①
実
態
調
査
、
特
に
健
康
と
病
歴
調
査
を
実
施
し
、
②
希
望
す
る
二
世
に
は
手
帳
を
交
付
し
、
③

健
康
診
断
に
多
発
性
骨
髄
腫
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
癌
検
診
を
加
え
て
く
だ
さ
い
。

�
�
「
黒
い
雨
」
を
含
む
放
射
性
降
下
物
の
残
留
放
射
線
被
曝
や
被
爆
者
救
護
従
事
者
な
ど
に
対
す
る
被
爆
者
健
康
手
帳
交

二



付
要
件
を
見
直
し
て
く
だ
さ
い
。

�
�
福
島
第
一
原
発
事
故
に
よ
る
被
曝
住
民
の
健
康
管
理
と
医
療
対
策
を
自
治
体
任
せ
に
せ
ず
、
「
国
民
の
命
と
健
康
を
守

る
」
厚
生
労
働
省
は
、
国
の
施
策
と
し
て
早
急
に
実
施
し
て
く
だ
さ
い
。

以
上
の
要
請
内
容
に
対
す
る
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


